
機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

■

手当法改正後(平成26年12月1日)は､障害基礎年金の加算が優先して支給

されるため､障害基礎年金請求時に｢障害給付加算額･加給年金額加算開始

事由該当届(様式229-1号)｣及び生計維持を確認する書類を同時に受け付

ける必要がある。

なお､このような場合は､生計維持の認定日は､「平成26年11月30日｣とし、

該当理由は｢O4生計維持関係の復活｣となる。

ケース2障害基礎年金を遡及請求した場合(児童扶養手当を受給していない場

合）

受給権発生 H2612.1改正 年金遡及講求

障害基礎年金
障害基礎年金

子加算支給開始

(解説）

障害基礎年金を遡及して請求し､受給権発生時までは児童扶養手当を受け

取っていない場合は､｢受給権発生日｣は障害基礎年金の加算の生計維持の

認定日となる。

(7)外国籍の場合の添付書類の確認

口請求者又は配偶者(又は双方)が外国籍の場合､平成24年7月8日以前

に遡って受給権発生する場合には､戸籍及び住民票に代わって､外国人

登録原票記載事項証明書(請求者が法務省入国管理局へ開示請求を行

う｡）又は居住国の公的機関が発行した証明書で､「氏名｣｢生年月日｣｢性

別｣｢居住地｣｢婚姻日｣等が明記されているものが添付されているかを確認

する。

住民基本台帳法の一部改正等により平成24年7月9日以降､一定の条件を

満たした外国人に対し外国人登録制度が廃止され住民票が作成された。

受給権発生が住民票作成後であっても､外国人同士の婚姻等で戸籍が無い

とき(戸籍から婚姻の事実が確認できないとき)は､受給権者等の属する国の公

的機関の発行した戸籍(国外居住の場合は戸籍及び住民票)に代わるべき証

明書又はそれに準ずるもの(翻訳人を明記した和訳文を添付する)を確認する。

(8)｢年金請求書入力帳票｣の記入

’
｜

’

口年金請求書の審査完了後、年金請求書内の「入力帳票」の項目に記

入を行う。入力するコードは、次ページに記載の一覧を参照する。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】

5認定後審査・入力
．

(9)審査内容の再確認

口年金請求書の書類の並び順､認定表の内容確認､審査書類一式の確

認をしたら､初診日や障害の程度について誤りがないか､請求者(代

理人)や年金事務所からの個別対応が必要な要望や事務連絡がない

か、関連各部へ回付する諸変更データ等に記入漏れや誤りがない

か、再度確認をする。

□ 年金請求書の書類の並び順、認定表の内容確認、審査書類一式の確

認をしたら､初診日や障害の程度について誤りがないか､請求者(代

理人)や年金事務所からの個別対応が必要な要望や事務連絡がない

か、関連各部へ回付する諸変更データ等に記入漏れや誤りがない

か、再度確認をする。

【参照】

精神障害については､【給
付指2016-67]｢別添5
縞神の陣害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要領」P1g参照

(10)委託業者への入力委託

F
ロ

’

年金給付受付システムに「オンライン依頼中」を登録した後に年金

請求書を委託業者へ引き渡す。

年金給付受付システムに「オンライン依頼中」を登録した後に年金

請求書を委託業者へ引き渡す。

障害年金センターより委託業者への年金請求書の引渡しは、原則、

毎週月曜日、火曜日及び水曜日の午前に行う。

I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】

5認定後審査・入力

障害厚生年金･障害手当金年金請求書記入方法(様式104号）

記入方法項目

年金請求書受付日と､診断書作成日や現症日が前後している場合は､年金

事務所に事情を確認の上必要に応じて不備返戻する。
受付年月日

①請求者の個人番号又

は基礎年金番号
基本情報画面の基礎年金番号が正しく記入されているか確認する。

②配偶者の個人番号又

は基礎年金番号
基本情報画面基礎年金番号が正しく記入されているか確認する。

戸籍(単身者の場合は､住民票でも可)と､年金請求書に記入されている生

年月日を照合する。
③請求者の生年月日

戸籍(単身者の場合は､住民票でも可)と､年金請求書に記入されている氏

名を照合する｡本人自署の場合は､押印を省略できる。

※外字入力できるものは外字入力する。

※外国人氏名の収録の際はスペースの位置等に留意する。

戸籍(単身者の場合は､住民票でも可)と､年金請求書に記入されている性

別を照合する。

請求者の住所(居所)が記入されているか確認する。

※成年後見人の住所の登録を希望する場合は､必要書類が添付されてい

るか確認する。

※外国居住者の場合､郵便番号は｢999-9999｣とし､国名のみをカタカナ

で記入する。

年金請求書の進達年金事務所の符号が記入されているか確認する｡相違し

ている時は､年金事務所に確認する。

④請求者の氏名(フリガ

ナ）

⑤請求者の性別

⑥請求者の郵便番号・

住所(フリガナ） ｜

課所符号

進達番号の1桁目は和暦年の下1桁､2桁目は｢9｣残りの3桁は年金事務
進達番号

所におけるその年の進達の連番の5桁となっている。
一テ －－－

厚年資格

船員資格

記録不要制度

(厚年） （船員）

(国年） （国共）

(地共） （私学）
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

記入方法記入方法項目項目

請求する傷病のみが記入されているか確認する。請求する傷病のみが記入されているか確認する。傷病名傷病名

傷病の発生した日

初診日

傷病の発生した日

初診日

請求者が申し立てる発病日が記入してあるか確認する｡（旧法は発病主義）請求者が申し立てる発病日が記入してあるか確認する｡（旧法は発病主義）

請求者が申し立てる初診日が記入されているか確認する。請求者が申し立てる初診日が記入されているか確認する。

初診日に加入していた

年金制度

現在傷病はなおってい

ますか。

なおっているときは､なお

った日

傷病の原因は業務上で

すか。

初診日に加入していた

年金制度

現在傷病はなおってい

ますか。

なおっているときは､なお

った日

傷病の原因は業務上で

すか。

該当する年金制度の番号が囲んであるか確認する。該当する年金制度の番号が囲んであるか確認する。

なおった日が障害認定日より前の日付の場合には､症状固定を確認してある

か認定表を確認する。

1．はい2.いいえのどちらかに○があるか確認する。

業務上の場合､該当する保険制度に○があるか確認する。他の保険給付他の保険給付

受けられる給付の種類|該薑する給付の種類蕊生目臘入してあるか確誠。支給の発生した日

受けられる給付の種類・

支給の発生した日

住民票･戸籍(附票)･申立等､生計維持を証明する書類が添付されている

か確認する。

住民票･戸籍(附票)･申立等､生計維持を証明する書類が添付されている

か確認する。
⑮生計同一関係⑮生計同一関係

配偶者､子について添付書類等から受給権発生年度の収入を確認する。配偶者､子について添付書類等から受給権発生年度の収入を確認する。⑯収入関係⑯収入関係

基礎年金番号と異なる記号番号が記入されているときは､基礎年金番号に

統合されているか確認する。

基礎年金番号と異なる記号番号が記入されているときは､基礎年金番号に

統合されているか確認する。
⑰請求者(他年番）⑰請求者(他年番）

⑱配偶者(他年番）⑱配偶者(他年番）
基礎年金番号と異なる記号番号が記入されているときは､基礎年金番号に

統合されているか確認する。

基礎年金番号と異なる記号番号が記入されているときは､基礎年金番号に

統合されているか確認する。

’⑲任意継続被保険者 ’第四種加入歴を確認する。第四種加入歴を確認する。⑲任意継続被保険者

障害の原因が業務上の場合は｢1｣､業務外の場合は｢2｣に○をする。障害の原因が業務上の場合は｢1｣､業務外の場合は｢2｣に○をする。上･外上･外
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】

5認定後審査・入力

－

記入方法項目
函

原則、当該傷病の初診日を記入する。初診年月日

①障害認定日

ア初診日から起算して1年6月を経過した日

イ初診日から起算して1年6月以内にその症状が固定又は治った日

②事後重症請求:①の(ア)又は昭和61年3月31日のいずれか遅い日

③初めて1．2級:基準傷病について①と同様

④障害手当金:初診から起算して5年を経過するまでの間のその傷病が固

定又は治った日

⑤3年失権

ア既失権年金が旧法厚年

・失権した年金の受給権発生日が昭和51年9月以前の場合は旧法

受給権発生月マイナス1月とする。

（例:昭和49年9月月受給権発生→｢5490801｣）

・失権した年金の受給権発生日が昭和51年10月以後の場合は、

旧法受給権発生月とする。

（例:昭和59年9月受給権発生→｢5590901｣）

障害認定日

’ ア既失権年金が旧法船保の場合
，失権原簿の｢障害認定日欄｣の年月日

イ既失権年金が新法の場合

・既失権原簿の｢障害認定日欄｣の年月日

ｺｰドの数字の小さいものから順に記入する。

(外)傷病名コード

(上)傷病名コード

診断書

認定結果を記入する。

(外)等級

(上)等級

有･有年
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

一

記入方法項目

支給の対象となる障害の原因が第三者行為によるものであるときは第三者行

為表示を記入する。
三

認定表に差引率が記入されているときに数字を記入する。差引

①認定日請求:障害認定日を記入する。

②事後重症請求:事務所受付日(年金請求書受付日)を記入する。

③初めて1．2級診断書の現症日を記入する。

④障害手当金(初診日から5年以内の治った日):症状固定日を記入す

る。

具体的には､認定日請求の場合には障害認定日を､事後重症請求の場

合には診断書の現症日を記入する。

⑤3年失権:事務所受付日(年金請求書受付日)を記入する。

＜基礎＞＜厚年＞

受給権発生年月日

労働基準法77条の規定による障害補償を受ける権利を取得した時に記入

する。
停止事由

I

、

停止事由:07

停止期間:支給開始月から6年間
停止期間

【基礎】
01-3000101国年法30条1項1号
（本来請求20歳～60歳未満）
01-3000102国年法30条1項2号
（本来請求60歳～65歳未満）

01-3020000国年法30条の2
(事後重症）
01-3030000国年法30条の3
(はじめて2級）
01-3100100国年法31条1項
(併合)後発が本来認定に限る
01-0400300 6改附4条3項
(3年失櫓03-13共通

【厚年】
01-4700100厚年法47条1項
（本来請求）
01-4720000厚年法47条の2
（事後重症）
01-4730000厚年法47条の3
（はじめて2級）
01-4800100厚年法48条第1項
（併合)後発が本来認定に限る
01-5500000厚年法55条
（障害手当金）
06-14001006改附14条1項
（3年失権）
失権時新法く13>年金
06-14002006改附14条2項
（3年失権）
失権時旧法く03>年金

条文

】
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査。入力

I記入方法項目
一

請求者が死亡しているとき､失権事由に｢01｣を､失権年月日に死亡日を記

入する。

共済情報連携システムの｢年金加入期間照会｣画面又は共済組合にかかる

年金加入期間確認還知書により｢共済ｺｰド｣｢共済加入期間｣｢共済要件種

別｣｢共済計算種別｣を記入する｡通知書の共済ｺｰドが4桁の場合､先頭の

8を除いて記入する。

失権事由/失権年月日

共済コード共済記録

時効特例法

時効区分

運用開始日(H19.7.7）

｜

一

画

1．
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） 晨讓調

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査。入力

’

5－2入力処理

認定後審査完了の後､委託業者に入力を委託する。

(1)年金請求書の入力

’
ロ引き渡された年金請求書について､引き渡された当日(月曜日、火曜

日、水曜日)にSOLSにより入力する。

ロ引き渡された年金請求書について､引き渡された当日(月曜日、火曜

日、水曜日)にSOLSにより入力する。

(2)処理結果ﾘｽﾄとの突合

|ﾛブﾙｰﾌﾘｽﾄ(処理結果ﾘｽﾄ)を出力し､2次ﾁｪｯｸまで実施する．ロプルーフリスト(処理結果ﾘｽﾄ)を出力し､2次ﾁｪｯｸまで実施するb

(3)裁定事故となった年金請求書の取扱い

口裁定事故となった年金請求書(ハードコピーを添付したもの)は､原則､入

力した日の翌営業日午前に障害年金センターへ回付する。

口障害年金センターが整備した当該年金請求書について､再入力を行う。

口裁定事故となった年金請求書(ハードコピーを添付したもの)は､原則､入

力した日の翌営業日午前に障害年金センターへ回付する。

口障害年金センターが整備した当該年金請求書について､再入力を行う。

(4)年金請求書の引抜き

口入力委託中に何らかの理由により障害年金センターでの確認作業が必

要になった場合､障害年金センターから｢年金請求書引抜き委託票｣が

提出されるので､当該年金請求書を引き抜き､速やかに障害年金センタ

ーへ回付する。

口入力委託中に何らかの理由により障害年金センターでの確認作業が必

要になった場合､障害年金センターから｢年金請求書引抜き委託票｣が

提出されるので､当該年金請求書を引き抜き､速やかに障害年金センタ

ーへ回付する。

ー
I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
5認定後審査・入力

－

5－3入力エラー等の対応

口委託業者より､入力エラーとなった年金請求書等が納品された場合

は､内容をチェックし､年金請求書を整備し､再度委託業者へ引き渡

す。

5－4最終チェック（件数及び未入力確認）

I

’口入力処理が完了した件数と未入力件数を確認する。’

未入力が確認された年金請求書については､委託業者に再度､入力処理を

委託する。

】
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

篤宕章篤宕章

無量講歳書《眉匡義金・原些辱金侶'険博書給付）

I樵漁wo4号1

無量講歳書《眉匡義金・原些辱金侶'険博書給付）

I樵漁wo4号1
’

pp

6決裁6決裁
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
6決裁

6－1 決裁

(1)認定後の決裁

口認定結果の確認が終了した診断書について､認定件数を確認し､総括表

に上長の決裁を受ける。

(2)入力委託前の決裁

’ 口入力委託前に上長の決裁を受ける。
決裁者は､最終ﾁｪｯｸを行い､誤りがあった場合､訂正のうえ再度決裁を受

ける。

一

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
6決裁

6－2不支給・却下処分

不支給･却下となったものは､その内容に応じて､不支給却下決定の発讓をし、

決裁を受ける。

(1)手作業による処分通知書の作成･決裁

’
処分通知書を請求者送付用のほかに2部(起案･編綴用､年金事務所送付

用)作成する。

(2)厚生労働大臣の承認決裁

一
口
□

一
口
□

機構本部(高井戸)に対象者を報告し総国の承認を受ける。

年金給付受付システムに｢他省庁照会中」･｢他省庁等回答｣を登録す

る。

機構本部(高井戸)に対象者を報告し総国の承認を受ける。

年金給付受付システムに｢他省庁照会中」･｢他省庁等回答｣を登録す

る。

一

障害年金審査業務マニュアル
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口手作業により処分通知を作成し､障害年金センター長の決裁を受ける。



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章
年金調求有個民年金・厚生年金像陰障雛紳）

1,繕式I血4|qI

フ．事後処理
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） 唇謂調

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
7事後処理

可

q

7－1配信取得

｜

’

口委託業者は､業務スケジュールに沿って､年金証書･年金決定通知書

（以下｢年金証書｣という)､年金決定者一覧表､総括表､裁定事故者一

覧表等を配信取得する。

＝ -------~一一.■■■■■■■

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） 廃諜調

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
7事後処理

7－2年金決定者一覧表の確認

委託業者は以下の作業を行う。

(1)年金決定者一覧表の確認

口年金決定者一覧表は機構本部(高井戸)で出力され､機構本部(高井

戸)から障害年金センターへ回付される｡回付された年金決定者一覧表

と年金請求書の氏名､生年月日､個人番号又は基礎年金番号､進達番

号､受給権発生日及び未選択保留､支払保留の入力内容を確認する。

①入力済みの年金請求書の引渡しは､原則､毎週月曜日(月曜日が祝日の場

合は翌営業日)の午後に行う。

②年金請求書は､決定分とそれ以外に区分する｡決定分については､下記ア

ーエの種類別に区分し､｢年金決定者一覧表｣を添付する。

ア年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)様式104号(年金決定
分）

イ年金請求書(国民年金‘厚生年金保険障害給付)様式104号(障害手当
金決定分）

ウ厚生年金保険障害年金障害手当金年金請求書
工三共済新裁転記用紙､三共済新裁転記用紙旧法

2）年金給付受付システムの登録（

’’ 口年金給付受付システムの処理状態を｢裁定済｣と登録する。

｢業務日｣欄に｢裁定年月日｣を登録するc

－

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部） 唇讓調

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
7事後処理

｢一

7－3通知書の発送

委託業者は､以下の(1)及び(2)の作業を行う。

厚年則82条
(1)年金証書の発送

ロ年金決定者一覧表､裁定者一覧表(総括表)､裁定事故者一覧表を確

認し､国の承認後に請求者あて年金証書を発送する。

口引抜き依頼を行った年金証書は障害年金センターから発送する。

口年金給付受付システムに｢通知発送｣を登録する。
ロ

「確認完了メール」が届

くまでは、発送しない。

送達不能で返戻されたも

のは「年金燕書返戻整運

簿」を作成し再送付等処

理経過を把握する。再送

付できないものについて

は、施錠可能な保管庫に

保管し裁定日より6月経

過鶴決裁を受け廃棄処

分をする。年金証書には

「裁定者のしおり」また

必要に応じて別途お知ら

せを同封する。（新規裁定

未支給の場合は送付しな

い）※時効特例給付に該

当する場合は、「時効特例

給付のお支払について

（お知らせ）を同封する。

(2)年金決定者一覧表の発送
’

’

ロ年金事務所あて年金決定者一覧表を発送する。

－，
「－

障害年金審査業務マニュアル

212



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
7事後処理

(3)不支給･却下通知の発送

ロ国の承認後､請求者あて不支給･却下通知を発送する。

ロ年金事務所あて処分通知､診断書及び認定表それぞれの写しを1部送

付する。

口年金給付受付システムに｢通知発送｣を登録する。

(4)送達不能となった年金証書(不支給･却下通知)の取扱い

’
口年金証書(不支給･却下通知)が宛先不明で返送された場合は､次により

処理する。

①送達不能分受付簿に必要事項を登録する。

②決定を行った年金請求書を引き抜き､裁定時(不支給･却下については通知

作成時)の入力誤りや､住所変更届の添付がないか確認する．

③②に該当しない(請求者指定の住所で通知が作成されている)場合は､進達

年金事務所あて送付する。

(5)ﾚﾝﾄグﾝフィルムの返送事務

口障害の程度を認定したもののうち､年金請求書にﾚﾝﾄグﾝフィルム添付

有と表示されているものは､レントケンフィルムを請求者あて返送する。 ’’

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)【様式104号】
7事後処理

ロ

7－4中央年金センターへの回付

【参照】

「年金受給権者にかかる

諸変更届の進達事務の手

引」を参照

(1)回付書類の引抜き

口決裁後は､年金請求書に添付された書類の中から中央年金センター支

払G等に入力依頼する回付書類(諸変更届等･年金額改定等の処理

票･添付書類)を引き抜き､裁定されるまで保管しておく。

①中央年金センター支払G等において処理を行う諸変更等の書類については、

担当Gへ回付する。

②第三者行為事故状況届及び確認害は､中央年金センター渉外Gへ回付す

る。

(2)回付書類の内容審査･決裁

I’
口回付書類(諸変更届等年金額改定等の処理票･添付書類)の内容審

査を行い､決裁を受ける。

(3)中央年金センターへの回付

引継簿を作成する。

届書は､委託業者にて年金給付受付システムに｢回付中｣と登録し､中

央年金センターへ回付する。

ロ
ロ

7－5年金証書の引抜き依頼
【参照】

【障改指2016-5】｢障害

年金給付業務における事

務取扱要領」を参照

口不支給決定通知書を同封する場合や､死亡者等の発送不要者又は海

外居住者等の別送者について年金証書の引抜きが必要な場合は､委託

業者に対し､引抜き依頼を行う｡

7－6障害年金審査支援ツールへの登録

1 【参照】

障害年金審査支援ツール
の操作マニュアルについ
ては、聡付指
2016-67】別添1参照

障害年金審査業務マニュアル
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第3章年金請求書(国民年金｡厚生年金保険障害給付)【様式104号】
7事後処理

7－7保管

’

’
年金請求書は､委託業者において下記アーエの種類別に区分して納品され

る。

ア年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)様式104号(年金決定

分）

イ年金請求書(国民年金･厚生年金保険障害給付)様式104号(障害手当

金決定分）

ウ厚生年金保険障害年金障害手当金年金請求書

工三共済新裁転記用紙､三共済新裁転記用紙旧法

■■■■■■’

障害年金審査業務マニュアル
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口定期的に年金請求書を箱詰めし､保管すること。
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目的

【要件】

以下の3つの条件全てを満たしている者は､障害者特例の適用について請求することが
でき､障害者特例を請求することにより､特別支給の老齢厚生年金には定額部分が加算さ
れる･老齢基礎年金の一部繰上げ請求を行った場合には､繰上げ調整額が加算されること

になる。

①特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること｡（注1）

②厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること。

＝請求傷病が初診日から起算して1年6月を経過しているか､又は1年6月経過す

る前に症状が固定していることが必要である

③厚生年金被保険者資格を喪失していること旦(注2）

(注1）特老厚支給年齢に達していること｡なお､60歳以後､特老厚支給開始年齢到
達前に繰上げ請求をする場合は､その繰上げ請求に併せて障害者特例請求を

行うこと。

(注2）一般厚年､国共厚年､地共厚年､私学厚年のいずれの被保険者でもないこと。

【加算開始時期】

請求日の属する月、ま

等の加算が開始される。

たは請求があったものとみなす旦の属する月の翌月から定類部分
(特例が適用されたとき､生計維持する配偶者･子がいる場合は加

給年金も加算される｡ただし､年金額の計算の基礎となる厚生年金の被保険者期間が20年

未満である者を除く）

く障害者特例の遡及請求］

平成26年4月1日以降の障害者特例請求については､請求書受付日より前に①～③の
いずれかの日(以下､「遡及障害者特例該当日｣)がある場合はその日に障害者特例の請求
があったものとされる。

①障害年金の受給権を有していて、

の受給権者となった日

かつ､厚生年金被保険者でない者力堵齢厚生年金

61銭 ⑥苔餓

▲
読取があづたも

のとみ毬寸．
【'1

②老齢厚生年金の受給権者であって､かつ､厚生年金被保険者でない者が障害年金の
受給権を有することとなった日。

RI望8坪8j､12
鞠3，句.‘Oノリ I
叫繩の叫心

ｌ
ｌ
ｒ
ｌ1

錦箸認定日(障害年金

の受給権発生】

▼ es虚61陸

琵塑郊分 －1

▲

講求があった

のとみなす．
（2号護求）

も

■■■■■■■■■■■

１

躯頑比例部分

定篭日 1分

輯趣比倒部分

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の受給権者が､厚生年金保険の被保険者
資格を喪失しており､障害の状態(障害等級1～3級)にあるときの障害者特例の請求。
障害の状態(障害等級1～3級)にある者が､老齢基礎年金の一部繰上げ請求を行った場合

に繰上げ調整額を支給する請求。



’
■■ 機密催ﾕ完全性2可用|生2(業溌品質管理部）

’

③厚生年金の受給権者であって､かつ､障害年金の受給権を有している者が厚生年金
の被保険者資格を喪失した日。

ド健保険肴下ある"'I制
I

▲G1鱈

陣客認定巳(鱒宗年金
の畏鉛権発生》

1I
間卜Ⅱ望S隼‘l）1浬M
1Ifll3IDfi 4"I I I1 '
”班+』腹の婚介

▲守

硫求があったものと
み噂函－－ 〔3号調求〕

④障害年金が平成26年4月1日前に受発している場合に､障害者特例請求があった

場合

※障害年金の受給権を有するとは､3級以上の障害の状態にある場合に限る。

’【障害者特例の経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金】

①報酬比例部分の支給開始年齢到達前に､特例に該当する者が老齢厚生年金を繰上

げ請求した場合は､老齢基礎年金は｢一部繰上げ｣の扱いとなり､65歳到達前まで｢繰

上げ調整額｣が支給される｡(厚年附13条の5)65歳到達時に老齢基礎年金の加算額

が加算される｡（国年附9条の2）

②加給年金額の加算は､特例支給開始年齢の翌月分から。

③経過的加算額が繰上げ請求した月の翌月から支給｡（60改附59条）

④特例該当者の経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金の額は､次のとおり｡（厚年附13

条の413条の5令8条の2の3）

’

62甑 65朧

◎本来

特例支給開始年齢

62歳の例

’

▼62蛾 ▼65歳▼繰上げ

’◎経過的な繰り

上げ支給の老齢

厚生年金
’

’

[二二

Ⅱ’
I

l

ﾛ

■
ー
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｜」

躯幽比例部分

定殴部分

報酬比例部分＝A

定額部分＝巳

老齢厚生年金本体＝A

経過的加算額＝c

老齢基礎年金＝，

ﾄ マロ 一一一

加給年金額

経過的な繰上げ支給の老齢陣生年金＝E

｜ ‐

(老齢厚生年金の減額部分）

如算麺＝F

経過的加算額＝c

鐘上げ鯛整額＝G

(老鮠韮鴎年金の城額熊分）

一部糧上lf壼篭の老齢塾礎年彙＝I

(城領分＝厩）

老齢基礎年蓋加算額

加給年金額
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概要

－

DV被害者

に対する

対応

【障害の程度の認定】

障害の程度の認定は､障害年金センターにおいて､国年令別表､厚年令別表第1及び厚

年令別表2に規定されている｢障害の程度｣の｢障害等級認定基準｣に基づき行われる。

【結果の通知】

定額部分等の加算､配偶者加給金及び子の加算が行われる場合は､本部における諸変

更処理完了後に受給権者あてに｢年金決定通知書･支給額変更通知書｣を送付する。
加算が行われない場合は、「老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用について(通

知)｣を送付する。

※短時間労働者に対する適用拡大(平成28年10月1日実施)に伴い､新たに厚生年

被保険者

加入者特

となる特別支給の

例に該当する経過

老齢厚生

措置が設I

年金の受給権者であって､障害者特例又は長

ナられています。

‐当該経過措置にかかる事務処理手順については､【事企指2016-43】、【事企指

2016-80】を参照する。

金
期

DV被害者に対する対応については､統一マニュアル共通編｢配偶者･親族による暴力(DV）

被害者の秘密保持にかかる取扱い｣による対応が必要となること。

－

｢亟薑必要

提出先

提出方法

提出時期

提出者
凶

特別支給の老齢厚生年金受給権者(本人又は代理人）

窓口持参／送付

住所地を管轄する年金事務所
－

障害者特例の適用を受けようとするとき
守

－

I



機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

’第鞆章

陳害者特伽繰上蹄調整額請求書

1．受付

219
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例.繰上げ調整額請求書

》

1 受付

1－1 受付処理

障害年金センターに送付された届書･進達票については､委託業者が以下の手

順のとおり受付処理を行い､障害年金センター担当者(担当G)へ引き継ぐ。

(1)受付件数の確認

口進達票により受付件数の確認を行う。

(2)受付印の押印

’’ 口受付印(赤色)を押印する。

年金事務所･事務センターから送付された届書･進達票については､記載され

た内容に相違がないか確認の上､受付印を押印し､届書ごとに仕分ける。

(3)年金給付受付システムへの登録

l

l

口【年金給付】受付進捗管理システム(以下、「年金給付受付システム｣と

いう｡）に｢進達受付｣の登録を行う。

障害年金センター直送分については､年金給付受付システムに｢受付｣を登

録する。

(4)ハードコピーの取得

口窓口装置(WM)を使用し､内容審査に必要なハードコピーを取得する。

取得したハードコピーは､左上部をホチキスで綴じる。

’

既に届書にハードコピーが添付されている場合を除く。

(5)添付書類の整理

’
口届書に書類(診断書戸籍､住民票等)が添付されている場合は､次の

順序に並び替え､その後､ハードコピーを併せて届書に挟み込む。

書類の並び替え順序は次のとおりとする。

①障害者特例．繰上げ調整額請求書

②診断書及び心電図のｺピｰ(添付されている場合）

③添付書類(戸籍､住民票､所得証明書等）

④請求者のハードコピー

⑤配偶者のハードコピー

⑥進達書類

(6)障害年金センター担当者への引継ぎ
1

1’
ロ受付処理が完了した届書については､障害年金センター担当者(担当G)

へ引継ぎを行う。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例.繰上げ調整額請求書
1 受付

1－2引継ぎ書類の確認

’
口受付処理が完了した届書等について､書類の件数を確認の上､引継ぎを

受ける。

｜

’

【参照］

障害年金請求等に閏する

電子媒体(CD、DVD

等)の取扱いについては、

聡付指2017=129】

※及び【給付指

2017=170]※参照

＜注意＞

障害年金請求等に関する電子媒体(CD･DVD等)が提出された場合には､受

付した年金事務所･事務センターで検疫PCを用いて検疫作業を行い､検疫済み

のデータが､■■■■に格納される。

障害年金センター担当者(管理G)は､格納されたデータを担当Gに回付するこ

と。
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’
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障害者特例縁上|if調整額請求書

h

2審査
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例｡繰上げ調整額請求書
2審査

『

2－1 請求書の審査

口請求書提出者氏名が原簿の氏名と合致していること。

口厚生年金保険被保険者資格記録で被保険者期間中の請求でないこと。

口老齢年金の一部繰上げ受給者でないこと。

2－2診断書の審査

【参照】
診断書の基本的な留意事
項は、共通資料2「診断
書様式ごとの留意事項」
を参照

(1)障害年金受給権者でない場合

添付されている診断書の様式が所定のものであること。

診断書が､請求日前1月以内の現症のものであること(障害者特例請求

時の障害の状態力確認できるもの)。

請求書提出者氏名が診断書の氏名と合致していること。

呼吸器疾患については､レントゲンフィルムが添付してあること。

共通資料2｢診断書様式ごとの留意事項｣にある基本的な項目に記入漏

れが無いかを確認すること。

□
□

ロ
ロ
□

(2)障害年金受給権者である場合

’’
ロ障害不該当､行政処分による停止中､差止中の受給権者でないことを確

認すること。

請求者が障害年金受給権者である場合､原則､診断書の添付は不要である。

ただし､請求があったものとみなす日の時点で障害年金の受給権が発生してい

るが､差止め､3級不該当等で障害年金が支給停止となっている場合は､診断書

の添付が必要なため上記｢2－1請求書の審査｣に加えて､添付されている診

断書について､次のとおり確認する。

①添付されている診断書の様式が所定のものであること。

請求があったものとみなす日以降3月以内の現症のものであるこ②
と
③
④
⑤

診断書が、

請求書提出者氏名が診断書の氏名と合致していること。

呼吸器疾患については､レントゲンフィルムが添付してあること。

診断書の内容が認定可能と思われる程度に記載されていること｡
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例.繰上げ調整額請求書

2審査

(請求があったものとみなす日）

平成26年4月1日以降の請求については請求書受付日より前に①～③のいずれ

かの日がある場合はその日に請求があったものとみなす。

①障害年金の受給権を有していて､かつ､厚生年金被保険者でない者が老齢

厚生年金の受給権者となった日。

②老齢厚生年金の受給権者であって､かつ､厚生年金被保険者でない者が障

害年金の受給権を有することとなった日。

③厚生年金の受給権者であって､かつ､障害年金の受給権を有している者が

厚生年金の被保険者資格を喪失した日．

※障害年金の受給権を有するとは､3級以上の障害の状態にある場合に限る

鯵照】

厚年法附則9条の2第5
項

左記の｢障害年金」とは

厚年行令第6条の5を指
す

障害認定日請求により障
害年金が遡って決定され

たこと五①~③に該当
した時も、遡及してその
日に請求があったものと
みなす。

(3)障害状態確認届と同時請求のもの

’
口障害状態確認届と同時請求の場合は､その認定結果を待って請求書の

審査を行う。

口障害状態確認届と同時請求の場合は､その認定結果を待って請求書の

審査を行う。

(4)年金請求書と同時請求のもの

口年金請求書(障害基礎年金)又は年金請求書(国民年金･厚生年金保険

障害給付)と同時請求の場合は､その届書等にかかる認定結果を待って

請求書の審査を行う。

口年金請求書(障害基礎年金)又は年金請求書(国民年金･厚生年金保険

障害給付)と同時請求の場合は､その届書等にかかる認定結果を待って

請求書の審査を行う。

2－3障害年金審査支援ツールへの登録

口障害年金審査支援ツールへ年金給付受付システムの受付データを取り

込み､請求者の基本情報(制度､請求区分､診断書種別等)の入力を行

うこと。

口障害年金審査支援ツールへ年金給付受付システムの受付データを取り

込み､請求者の基本情報(制度､請求区分､診断書種別等)の入力を行

うこと。

【参照］

障害年余毒蚕支援ツール

の操作マニュアルについ
ては、飴付指
2016-S7】別添1参照

一
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例｡繰上げ調整額請求書

3認定

3－1 障害年金審査支援ツールへの登録

’’
口障害年金審査支援ツールに診断書情報(傷病名､初診日等認定に必要

な項目)を入力すること。

【参照】

障害年金審査支援ツール
の操作マニュアルについ

ては､【給付指2016-67】
別添1参照

3－2認定の事前準備

(1)障害状態認定調書の作成

’’ 口障害状態認定調書(以下､「認定調書｣という｡)を作成すること。 【参照】
精神障害については、聡
付指2016-67]「別添5

精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理
要領｣P5参照

①作成した認定調書は診断書の上側にホチキス留めすること。

②認定調書に受付番号を記載し､認定調書､診断書､障害者特例．繰上げ調

整額請求書､加給年金額関係書類等その他の添付書類の順にホチキスでとめ

る。

③診断書に記載された傷病名との間の相当因果関係の有無等､個別に障害

認定医に対し確認事項がある場合は､認定調書の事務連絡欄に記載するこ

と。

④複数回の認定を行う場合は､原則認定ごとに新しい認定調書等を作成する

こと｡なお､例外的に同じ認定調書等を複数回の認定に使用する場合は､認定

結果が区別できるよう記入すること。

⑤診断書の記載内容等を確認し､障害等級の目安､障害認定医への確認事

項等を認定調書に記入すること。

陰照】

認定依頼にかかる事務取
扱については、齢付指
2016-67]別添4を参照

(2)総括表の作成

’

□ 「総括表｣を作成すること。

口総括表に審査依頼件数を記入すること。

総括表に表示する番号は認定年月日とする。

(3)年金給付受付システムへの登録

’口年金給付受付システムに｢認定中｣の登録を行う。

’
可

■I
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例.繰上げ調整額請求書

3認定

【総括表】

総括表 別紙1

Np

漢裁【専襲】霊
＝ｸ塾＃團定印て､別潅のとおり毒壷したことを砥鯉する。以下の届書等につい

平成 年 月 巳

毒＝透手鈴
盆．

訣嚢《写里)令
…急劇2

塞香顧瞳侍敷
…■匁唖

小針垂害毒了件登屋害等 塞妾佐鍋佇薮

(祷肴）
読規檗宝 ’

0 0

再淫定
0 0

l l l
その他

、 0

）（

その他
0 0

（ ）

その他
Ｔ
』 0

）〔

合計 0 rJ 、0 0

入することこと鯉定顕害等毎に押印のある堪合は､決稜(専決)君は､胆定燭書等に箆定印が押印されているか誼艶し､ﾁｪｯｸ掴にゾを記
決議(専決〕者は.各裡の件数が正しいか薙腿し､ﾁｪｯｸ割にJを記入すること。
決裁は恕壹国単位定行うこと‘

園１
２
３

※
※
燕

【総括表(記入例)】

1
赤枠轌宝倭が妃載

冑枠:事着担当肴が配駿

N◎ 201509酬一01－1

別紙1(妃入例）

’ ｜
I．

函定鰻塞諄に麗定内容が正しく肥載されていることを硴腿した
上で認定医印を押印してください．

、
以下の届書等について､別議のとおり審壷したことを碕認ずる･

|需織蕊蟄懸繍詰む.）

囲定鰻書等に鯉定内審が正しく肥載されていることを硴麗した
上で謬宝霞印を押印してください凶

審登依頑件数を記入してください｡
（削同睾蚕望続となっているものも含むa） ’

鑿嬢謝翌定印

|善欝蕨
快盈口虫l者

謹鱗篝菫
腿
は

入してください｡薯成27年9月 1日

窒璽旦窒 讐=ずｸ塞錘
審麦製袈仔数
．呼且塑毎豊卿

小計届書篝 垂＝了件数

(醜考）

｡」I
q

銅 1新鐙蓋壼

’
１、

’
２

雲塑定

I

’
なかった
いGその池

『

（ ）

その他

－－丁－－
0

（ ）

’
器壷が完了した件数を記入してください。
(前回審壷縫幌となっているものも含む画）
寺
(1

その他
0

』（ 「－－ ’ ｜ ’

F| | ｡ l " |5 3631

』
〆 ｜

」

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

『

６会齢 42

※1厘定瓢書等毎に押印のあぶ§合は､決裁(専決)番は.唾定醐書辱に麗定印が押印されているか硫麗し､チヱツク鋼に"を記入することq
燕2決穀(専湊)者は嶋各観の件数が正しいか藏駆し､チェック槻に診を記入すること｡
※3渋銭は理定S毎毛行うこと垂
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例.繰上げ調整額請求書

3認定

【障害状態認定調書(障害状態確認届等用)】
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例.繰上げ調整額請求書
I

3認定

3－3認定依頼

(1)認定依頼

I’
口内容審査後､総括表及び認定調書を記入し､診断書等を添付の上､障

害認定医へ認定の依頼を行う。

【参照〕

糖神障害については､【給
付指2016-67】｢別添5
精神の障害に係る等級判
定ガイドライン事務処理

要領]P8～10,11、15
～18参照

＜障害認定医が認定調書ごとに認定印を押印する場合＞

①障害認定医は､認定調書の【認定医記入柵】に認定結果を記入し､【認定医

の押印欄】に押印する。

「精神の障害に係る等級判定万ｲドﾗｲﾝ｣(以下､「万ｲドﾗｲﾝ｣という｡）の適

用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定万ｲドﾗｲﾝ事務処

理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことが明確にわかるよう記入箇所近くに押印を行うこと。

認定結果が不該当となる場合は､障害認定医が認定結果を記入し､その認

定理由について障害認定医又は担当者若しくは両者が必ず記入すること。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医〕を使用すること。

※不該当理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書に記入す

る。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･ｺﾒﾝﾄは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､障害

認定医の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書に認定結果が正しく記入されていることを確認し、

総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書に記入澪れ等がないか確認する。

【参照】
認定依頼にかかる事務取

扱については．【給付指
2016-67】別添4を参
照

＜障害認定医が認定調書ごとに認定印を押印しない場合＞

①障害認定医は､認定調書等の【認定医記入欄】に認定結果を記入する。

万ｲドﾗｲﾝの適用対象となる認定の場合は､「精神の障害に係る等級判定ガ

イドライン事務処理要領｣に基づき､認定結果を記入すること。

なお､障害認定医が【認定医記入欄】以外の欄に記入した時は､障害認定医

が記入したことを担当者が明確にわかるよう｢上記については障害認定医による

記載のものです｡」等の文言を記入すること。

認定結果が不該当となる場合は､障害認定医が認定結果を記入し､その認
－－
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例｡繰上げ調整額請求書

3認定
－P

定理由について障害認定医又は担当者若しくは両者が必ず記入する。

なお､障害認定医が記入する場合は【認定医記入欄】を使用し､担当者が記

入する場合は【事務連絡担当者→認定医】を使用すること。

※不該当理由等が診断書の検査数値等で明確に判断できる場合であっても

記入すること。

②担当者は必要に応じ障害認定医からの指示やｺﾒﾝﾄを認定調書等に記入

する。

ア障害認定医との認定に関する質疑応答事跡は必ず記入すること。

イ障害認定医の指示･コメントは【事務連絡担当者→認定医】に記入し､障

害認定医の指示･コメントであることを明記すること。

※担当者は【認定医記入欄】に記入しないこと。

③障害認定医は､認定調書等に認定結果が正しく記入されていることを確認

し､総括表に障害認定医の印鑑を押印する。

④担当者は､認定調書等に記入漏れ等がないか確認する。

(2)複数の障害認定医に対する認定依頼

’ 口判断困難な等級変更等の事案は､別の障害認定医に対して医学的な意
見の依頼を行う。

口判断困難な等級変更等の事案は､別の障害認定医に対して医学的な意

見の依頼を行う。

＜別の障害認定医に対して医学的な意見を求める場合＞

以下のような事案に該当する場合は､判断困難対応者に確認した上､別の障害

認定医に対して医学的な意見を求め､より慎重な判断を行う。

・ 障害認定医より､地域の実情(就労支援の状況など)を勘案すべきとの指

摘のあった事案。

・ 障害認定医より､当該障害に対してより専門性を持つ障害認定医の医学

的判断が必要との指摘があった事案。

・ 障害状態の判断等について､高度な医学的判定が必要とされる事案。

一
－
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障毒考特制l｡繰上げ調整額請求書

4．返戻
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例｡繰上げ調整額請求書

4返戻
I

4－1 返戻

内容審査の結果､整備できない不備､又は必要な書類が添付されていない請求

書については､原則として受付拠点(年金事務所等)を経由して請求者へ返戻する。

また､障害年金センター直送分については､原則として障害年金センターから請求

者に返戻する。

なお､年金給付受付システムには返戻の理由を具体的に登録する。 【補足】

届書を返戻せま本人照会
を行い､処瑳を保留する鑑

合は､専用のBOX(赤色）
で保管し､年金給付受付シ
ステムの処理状態等｢本人

照会日」を登録する。
本人照会が終了した場合
は､処理状態等｢本人照会
済日」を登録する。

(1)年金事務所･街角オフィスの窓口受付分

(1)－1年金事務所･街角オフィスへの返戻処理

窓口受付した年金事務所又は街角オフィスへ返戻する。

①返戻文書の作成

｜

’’
口年金給付受付システムにおいて内部返戻情報登録画面より｢内部返戻

作成中｣を登録後､塵塾返戻送付票を作成し､決裁を受ける。

口年金給付受付システムにおいて内部返戻情報登録画面より｢内部返戻

作成中｣を登録後､塵塾返戻送付票を作成し､決裁を受ける。

●年金給付受付システムへの登録

年金給付受付システムの｢内部返戻登録｣機能により返戻送付票を作成す

る。

●再提出期限

返戻送付票の再提出期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは

原則2週間程度､その他のものは原則1月程度)を設定する。

惨照】

【障害審査支援システム
操作マニュアル】P75~
87rS障害書査業務(S.10
~5613)」

②返戻文書の送付
I

’|･壽言蟹欝裳菫墓鶉磯雪駕薑澪伽。
口上長の決裁後､年金給付受付システムの処理状態等｢返戻送付｣を登

録し､窓口受付をした年金事務所又は街角オフィスへ返戻する。

●返戻書類(控え)の保管

返戻した書類は､一式ｺピｰを取得し､黄BOXに保管し､返戻書類(控え)と

して返戻先からの照会に備える。
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機密性2完全性2可用性2(業務品質管理部）

第4章障害者特例｡繰上げ調整額請求書

4仮戻

(1)－2年金事務所･街角オフィスへの照会

審査において､職員による補正ができない不備が確認できた場合で､窓口受付し

た年金事務所又は街角オフィスに対して照会を行うときは､以下の手順で行う。

①年金事務所･街角オフィスへの照会の方法･書類の保管

□ 年金事務所･街角オフィスへの照会は、口頭､電話又は文書により行い、

年金給付受付システムにおいて､メモ欄又は任意項目に回答期限を入

力する。

●年金給付受付システムへの登録

システム登録者は､年金給付受付システムに処理状態等｢本人照会中」

を登録する。

●回答期限

回答期限は､補正等に必要な相当の期間(軽微なものは原則2週間程

度､その他のものは原則1月程度)に設定する。

’
口年金事務所･街角オフィスへ照会中の書類は個人で保管せず､赤BOX

に保管し､照会の内容･進捗を共有管理する。

●回答があった場合

回答があった場合は､システム登録者は､年金給付受付システムに処理

状態等｢本人回答｣を登録する。

②提出勧奨

ロ障害年金センターの担当者は､提出期限までに年金事務所｡街角オフィ

ス担当者から回答がない場合は､提出期限の翌営業日を含む5営業日

以内に文書又は電話により勧奨する。

●最終回答期限

最終回答期限は､回答期限(1回目)から15日経過した日を設定する。

●提出勧奨後に提出があった場合

回答があった場合､システム登録者は､年金給付受付システムに処理状

態等｢本人回答｣を登録する。

●回答がない場合

最終回答期限を経過しても回答がない場合は､上記（1）－1を参照の

上､該当する年金事務所又は街角オフィスへ請求書を返戻する。

弓
I
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